
里地里山条例・指針の見直しスケジュール(案） 資料３
(神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例　，かながわ里地里山保全等促進指針）

条例 指針
時期 見直し作業（県） 見直し作業（県） 議会関係 パブコメ等

一般 公募
Ｒ５．８月 （課内検討） （課内検討）

(実績・評価） (実績・評価） 第１回協議会
(８月３日)

　　 （課内検討） （課内検討）

見直し案の作成
※政策法務課へ事前調整 公表

見直し調書（案）作成

11月 第２回協議会
(11月)

（課内調整） （課内調整）
（庁内調整） （庁内調整）

Ｒ６．１月
素案のたたき台 見直し案のたたき台

※場合によっては、たたき台検討のための、協議会開催
（課内調整） （課内調整）
（庁内調整） （庁内調整）

２月 素案作成
（市町村説明会） （市町村説明会）

見直し調書（案）の確定 第３回協議会
決裁 （２月)

３月 政策局長提出 局長調整

政策局長提出
４月 （総務室から提出） 素案の確定

６月
常任報告

７月 （市町村説明会） （市町村説明会）
ﾊﾟﾌﾞｺﾒ実施
（１月間）

終了

課内調整 課内調整 意見反映
８月

素案の作成 第４回協議会
(８月)

局長調整 局長調整

10月 案の策定

（常任） 結果まとめ
11月 案の策定 局長調整

（局長）

12月 起案・決裁 常任報告
（局長）

議案提出
Ｒ７．２月

第５回協議会
(２月)

３月 議決

公表 公表
※条例改正の場合、周知期間を３ヶ月程度確保する。

報告書作成

里地里山保全協議会

構成員決定 (&依頼）

ｅ-KANAGAWA
アンケート

（記者発表）

・開催趣旨説明
・見直しスケジュール
・見直し手順について
・条例見直しの視点について
条例見直しの方向性について意見聴取

・指針施策実績報告
・アンケート項目確認

・条例見直し調書案の報告

・(指針改定となった場合)指針改定素案の検討

・パブコメ結果の報告
・条例改正(案)、指針改定（案）の検討、
とりまとめ（報告的作業）

・条例、指針の改正内容報告・根拠

「神奈川県条例の見直しに関する要綱」

要綱第13条：常任への条例見直しの報告後、
1年以内に改正議案の提出

・根拠
「神奈川県条例の見直しに関する要綱」
要綱第11条：見直しを行った場合は、見直しを行った後

最初に開催される常任へ条例見直し結果を報告

条例見直し開始
(見直し期間：見直し調書(案)の
常任への報告まで1年以内)

常任報告から1年以内に

議案提出

・アンケート結果の報告

・これまでの施策の評価と、新たに必要となる施

策の検討
・条例見直しの視点による条文検討と、条例改正
又は廃止の要否についての意見聴取
・指針の見直し、改定の方向性について検討、意
見聴取

※併せて、現地調査を検討


